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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、コンプライアンス経営の徹底とコーポレート・ガバナンス体制の構築が経営の基盤であると認識しております。

　具体的には、取締役会と監査役・監査役会による取締役の職務執行の監督・監査を行う体制を整え、経営環境の変化に迅速に対応できる組織

作りや内部牽制機能の充実により、経営の透明性を向上しコンプライアンス経営およびガバナンス体制の強化に努めるとともに、下記の基本方針
に沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでまいります。

【基本方針】

１）株主の権利・平等性の確保に努めます。

２）株主以外のステークホルダー（お客様、お取引先様、債権者、地域社会、従業員等）との適切な協働に努めます。

３）適切な情報開示と透明性の確保に努めます。

４）取締役会において透明・公正かつ迅速・果断な意思決定が行われるよう、取締役会の役割・責務の適切な遂行に努めます。

５）持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、株主との建設的な対話に努めます。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則４－１③最高経営責任者等の後継者計画】

　当社では、最高経営責任者等の後継者計画を具体的な形で立案しておりませんが、執行役員、管理職を含めたグローバル人材の育成は、

　中長期的な企業価値向上のための重要な課題であると認識しております。

　階層別研修（エクセディビジネススクール）の実施や、現経営陣と次世代経営陣候補である各部門長が当社の課題を討論する場を設定する

　など、経営課題の解決力・経営判断能力の向上に努めております。

　これらの活動も含め、取締役会は、中長期的な企業価値向上に向けた次世代経営陣の戦略的育成計画の運用状況等を適切に監督してまい

　ります。

【補充原則４－１０①独立した任意の諮問委員会の設置】

　当社では、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係る独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した

　諮問委員会を設置しておりません。

　しかしながら、取締役会において独立社外取締役より指名・報酬に関する適切な関与・助言を得られており、経営陣幹部・取締役の指名・報酬

　などに係る取締役会の機能の独立性・客観性は確保されていると考えております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４ 政策保有株式】

　１）政策保有に関する方針

　　　当社は、中長期的な当社グループの企業価値向上の視点から、取引先や様々なステークホルダーとの信頼関係・取引関係の維持・強化が

　　　必要な場合を除き、いわゆる政策保有株式として上場株式を保有することは原則として、ありません。

　　　2018年3月期において、政策保有株式である上場株式が11銘柄、財政状態計算書上2,558百万円ございます。この内、１銘柄については、

　　　2018年度中に売却いたしました。

　２）政策保有の検証

　　　政策保有に係る各銘柄につき、取締役会においてリスク・便益が資本コストを上回るか否か等を含めた評価を行っております。

　　　現時点で、政策保有株式すべてが基準を満たしていると評価しており、継続して保有の適否について検証してまいります。

　３）政策保有株式に係る議決権行使基準

　　　当社は、議決権の行使は、画一的な基準ではなく、当社グループの企業価値向上の観点から、

　　　特に下記に関する議案については、慎重な検討の上、総合的に判断して行います。

　　　（１）組織再編議案

　　　（２）買収防衛議案

　　　（３）役員選任議案 （不祥事が発生した場合。一定期間連続で赤字である場合等）

【原則１－７ 関連当事者間の取引】

　当社は、会社法に基づく、当社取締役との自己取引・競業取引について、あらかじめ承認を受ける旨、取締役会規則に定めております。

　また、当社が主要株主等との取引を行う場合であっても、価格その他の取引条件は、他の第三者との取引と同様に市場実勢を勘案し、

　交渉の上、決定しております。

【原則２－６ 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

　当社の企業年金は、2014年度より完全に確定拠出型の年金制度に移行しました。

　制度移行前に退職した従業員に対する年金支給部分については、運用受託機関にて運用及び支給を行っております。

　また、年金事務局に専門性を持つ人材を配置し、運用受託機関によるスチュワードシップ活動の報告を受け、各種セミナーに出席するなどし、



　専門性を高めております。

【原則３－１ 経営理念等】

　１）経営理念・経営戦略・経営計画

　　　当社の経営理念・経営方針につきましては、当社ホームページ（http://www.exedy.com/ja/company/idea/）に掲載しております。

　２）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

　　　本報告書Ｉ-１．基本的な考え方に記載しております。

　３）報酬決定方針と手続

　　（１）方針

　　　　当社の役員報酬は、基本報酬・賞与・株式報酬から構成されております。

　　　　当社の業績向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的に、各役員の役位、職責、成果等に応じ、当社の業績、経営環境等

　　　　を考慮のうえ、決定します。

　　（２）手続

　　　　基本報酬・賞与につきましては、取締役会が決定した、「役員の報酬・賞与に関する規程」に従い、社長が上記の方針に基づき決定して

　　　　おります。

　　　　株式報酬につきましては、取締役会が決定した「役員株式インセンティブ規程」に従い、毎年の取締役会決議に基づき、株式価値に連動し

　　　　た報酬を付与しております。

　４）選解任方針と手続

　　　当社の取締役候補の指名及び執行役員の選任につきましては、迅速な意思決定と多様な視点を確保できるバランスを考慮して、

　　　取締役会において決定しております。

　　　執行役員の解任につきましては取締役会において、取締役の解任議案の株主総会への上程につきましては、下記の基準を踏まえ、

　　　決定します。

　　　（１）法令・公序良俗に反する行為を行った場合

　　　（２）職務の懈怠・社内の諸規定に反する行為を行った場合

　　　（３）上記のほか、著しく企業価値を棄損させた場合

　　　監査役候補の指名につきましては、財務・会計・税務・法務等の各分野の知見、当社事業や・企業経営に関する知識等を勘案し、

　　　監査役会全体としてバランスのとれた構成となるよう、各監査役と事前に協議の上、決定いたします。

　５）個々の選解任・指名についての説明

　　　取締役の個々の選任理由につきましては、「株主総会招集ご通知」に記載しております。

　　　また、取締役を解任する議案を株主総会に上程する場合には、その理由について説明を行います。

　　　執行役員を任期途中で解任した場合についても、適時開示等を通じて解任理由について説明を行います。

【補充原則４－１① 経営陣に対する委任の範囲】

　取締役会は、迅速な意思決定を実現するため、「取締役会規則」・「稟議規程」など、各種規程を整備し、取締役会・経営会議・社長・本部長の

　決裁権限を経営上の重要度・影響度を勘案し定めております。

【原則４－９ 独立性判断基準等】

　当社は、独立社外取締役の選任に当り、会社法上の社外性要件に加え、専門分野における豊富な経験と高い見識も重視しております。

　金融商品取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主の皆様と利益相反の生じる恐れのないことを独立社外取締役に指定する

　ための基準としております。

【補充原則４－１１① 取締役会全体としての構成・規模等】

　１）取締役会の構成・規模に関する考え方

　　　当社は、グローバル企業として成長を続けるため、経営環境の変化に迅速に対応した業務執行に努めています。

　　　そのために、定款上の取締役の員数は12名以内とし、迅速な意思決定を図れる規模としております。

　　　また、業務に精通した執行役員や主要子会社の代表者から取締役を選任する一方、高度な専門性を有する社外取締役・社外監査役を

　　　選任することなどを通じて、取締役会の多様性及び全体としての知識・経験・能力のバランスを図っております。

　２）取締役の選任に関する方針・手続

　　　取締役の選任にあたっては、国籍・性別・年齢・宗教に関わらず、当社グループの経営を行うにあたり必要とされる知識・経験・能力を持つ

　　　ことを基準としております。

【補充原則４－１１② 役員の兼務状況】

　事業報告および株主総会参考書類において、各取締役・監査役の他の上場会社を含む重要な兼職を開示しております。

【補充原則４－１１③ 取締役会の評価】

　当社では、２０１７年度の当社の取締役会の実効性につき取締役によるアンケートを実施しました。

　その結果を踏まえ、取締役会の実効性は確保できていると判断しております。

　当社では、さらなる取締役会の実効性の向上に向けて、継続的な改善活動をすすめてまいります。

【補充原則４－１４② 役員に対するトレーニング方針】

　当社では、取締役・監査役を含めた経営幹部を対象に「トップセミナー」と題した、他社の経営者や各界の「トップ」をお招きし、講演会を開催

　するなどして、必要な知識の習得や研鑚の機会を提供しております。

【原則５－１ 株主との建設的な対話に関する方針】

　当社は、グローバル企業として成長を続けるためには、株主・投資家を含むステークホルダーの皆様との建設的な対話を通じた、信頼関係の

　構築が重要であると考えております。



　１） 統括取締役指定

　　　当社の株主との対話全般についての統括は、管理本部長である取締役がおこないます。

　２） 社内の関係部門連携方策

　　　当社では、財務部及びＣＳＲ・広報部を中心に社内関係部署やグループ会社の協力を得て、ＩＲ活動を推進しております。

　３） ＩＲ充実に関する取組み

　　　証券アナリスト・機関投資家に対し、期末及び中間の決算説明会を行っております。

　　　個人投資家に対しては、ホームページに、事業内容、経営方針、業績などを掲載しています。

　４） フィードバックのための方策

　　　当社では、決算説明会の概要を取締役会において報告するなど、株主・機関投資家からの意見・懸念についてフィードバックしております。

　５） 対話に際してのインサイダー情報管理方策

　　　当社では取締役会が定める、「インサイダー取引防止規則」に基づき、インサイダー情報管理の徹底をはかっています。

　　　また、各四半期の決算日翌日から決算発表日までは沈黙期間とし、投資家等との対話・取材を制限しています。

２．資本構成

外国人株式保有比率 30%以上

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

アイシン精機株式会社 7,230,400 15.01

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 4,932,100 10.24

アイシンホールディングスオブアメリカ 4,500,000 9.34

アイシンヨーロッパ ＳＡ 4,500,000 9.34

全国共済農業協同組合連合会 1,745,700 3.62

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 1,689,700 3.51

日野自動車株式会社 1,271,540 2.64

ダイハツ工業株式会社 1,241,625 2.58

芭蕉会 1,043,900 2.17

ＳＳＢＴＣ　ＣＬＩＥＮＴ　ＯＭＮＩＢＵＳ　ＡＣＣＯＵＮＴ 808,385 1.68

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

【大株主の状況】は、2019年3月31日現在の状況を記載しております。

割合は、自己株式を控除して計算しております。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 輸送用機器

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――



５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 12 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 11 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

三矢　誠 他の会社の出身者

吉川　一三 他の会社の出身者 ○

髙野　利紀 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

三矢　誠 　 ―――

三矢誠氏の自動車部品業界における経営の専
門家としての知見により、独立性の有無にかか
わらず、社外取締役として、経営陣の一層の強
化を図り、併せて取締役会による取締役の監
督機能の充実を図るため。

吉川　一三 ○

吉川一三氏が代表取締役を務める、住江
織物株式会社の社外取締役として、当社
の元取締役が就任し、社外役員の相互就
任の関係にありますが、同社とは取引上
の関係は無く、同氏の独立性に影響を与
えるものではありません。

吉川一三氏は、住江織物株式会社の代表取締
役として、長年にわたり経営に携わり、上場企
業の経営者としての豊富な知見を有しているこ
と、また経営者や特定の株主から独立した立
場において、一般株主の利益が害されることの
無いよう経営監督を行うことができると判断し、
独立役員として指定することといたしました。



髙野　利紀 ○ ―――

髙野利紀氏は、ローム株式会社の取締役とし
て、長年にわたり経営に携わり、企業経営に関
する幅広い知見を有していること、また経営者
や特定の株主から独立した立場において、一
般株主の利益が害されることの無いよう経営監
督を行うことができると判断し、独立役員として
指定することといたしました。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査役（４名、うち１名は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者であります。）は、監査役会規則に

従い、「監査役会」（原則として、３ヶ月に１回以上開催）において監査の方針及び計画その他職務の執行に係る事項を決定し、職務を執行して

おります。

　監査役及び監査役会は、会計監査人から事業年度ごとの会計監査の計画、会計監査結果について報告を受ける他、適宜協議を行っておりま

す。また、常勤監査役とグローバル監査部は、監査計画の立案、監査の経過及び結果について、適宜、情報交換を行っております。また、常勤

監査役は、グローバル監査部及び会計監査人と相互に情報交換を行い、緊密な連携を図っております。

　グローバル監査部は、６名で構成され、事業年度ごとに監査のテーマを定め、監査計画を立案して各部門の業務監査を行う他、必要に応じて

臨時の監査を行い、内部統制の確保のため、監査の充実に努めております。

　また、グローバル監査部は、常勤監査役及び会計監査人と監査計画の立案、監査の経過及び結果等について定期的な打合せを含め、必要に

応じ随時、情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

豊田　幹司郎 他の会社の出身者

福田　正 弁護士 ○

坪田　聡司 税理士 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他



会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

豊田　幹司郎 　 ―――

自動車部品業界における経営者としての豊富

な知見により、独立性の有無に関わらず、社外

監査役として、当社取締役の職務の執行につ

き提言・助言を受けるため。

福田　正 ○

同氏の所属する弁護士法人とは、個別

案件について委任契約を締結しておりま

すが、2018年度の取引額は約６百万円と
僅少であり、同氏の独立性に影響を与え
るものではありません。

法律の専門家としての立場から、当社取締役

の職務の執行につき提言・助言を受けるため。

また、独立役員の要件を満たし、当社の経営

に対して高い独立性を保たれており、一般株

主と利益相反の生じる恐れがないことから、独

立役員に指定しております。

坪田　聡司 ○

同氏は2014年度まで、当社の顧問税理士

を務めていただいておりましたが、当時の
顧問契約料は年間約２百万円と僅少であ
り、同氏の独立性に影響を与えるもので
はありません。

会計・税務の専門家としての立場から、当社取

締役の職務の執行につき提言・助言を受ける

ため。

また、独立役員の要件を満たし、当社の経営

に対して高い独立性を保たれており、一般株

主と利益相反の生じる恐れがないことから、独

立役員に指定しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

当社では独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

その他

該当項目に関する補足説明

当社は取締役等を対象に、当社の業績向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、2014年度より、業績連動型の株式報酬制
度を導入しておりましたが、2018年度より、株主の皆様との一層の価値共有を進めるため、譲渡制限付株式報酬制度に変更いたしました。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

　2018年3月期における、当社の取締役に対する報酬等の合計額は246百万円、監査役に対する報酬等の合計額は35百万円です。また、社外役
員7名に対する報酬等の合計額は33百万円です。なお、取締役に対する報酬及び社外役員に対する報酬には、2017年6月27日開催の定時株主
総会終結の時をもって退任した取締役各2名を含んでおります。　

上記のほか、取締役7名に対する役員株式報酬費用26百万円を計上しております。



報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

なし

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

―――

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　社外取締役及び社外監査役に対し、取締役会の招集手続に際し、社内役員と同じ資料の事前配布を行い、業務執行に係る情報の共有を図っ

ております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

　取締役会は、3名の社外取締役を含む11名の取締役で構成され、月１回の定例取締役会と必要に応じて開催する臨時取締役会において

議論を尽くして経営の意思決定を行っております。

　社外監査役3名を含む監査役4名は、取締役会に出席し、経営の意思決定について監査上の意見を述べるとともに、取締役の職務執行状況

を監査しております。

　また、経営上の戦略については、取締役社長、専務執行役員及び常務執行役員の計７名で構成される常務会において検討を行っている他、

業務執行に関する具体的な詳細は、原則として月２回開催される執行役員を含む常勤全役員で構成される経営会議において活発に意見交換し、

十分に審議検討を行っております。

　さらに、経営環境の変化に迅速に対応した業務執行を行うため、少人数で取締役会を構成し、執行役員制度を導入し、業務に精通した人材を

執行役員に登用することで、より機動的な業務運営を図っております。

　当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、PwCあらた有限責任監査法人に所属する友田 和彦氏、木下 昌久氏及び山本 憲吾氏であり、

定期的な監査のほか、会計上の課題についてのアドバイス等も受けております。

　顧問弁護士とは顧問契約に基づき、税務関連業務に関しても外部専門家と契約を締結し、必要に応じ適宜アドバイスを受けております。

　当社の内部統制システムについては、社長直轄の独立した業務監査部門であるグローバル監査部が、各部門の業務監査やコンプライアンスの

チェックを行っております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社では、執行役員制度を導入し、6名の取締役が業務執行を行う執行役員を兼務することで、迅速な意思決定と効率的な業務執行を行ってお
ります。一方で取締役会に出席する取締役11名と監査役4名のうち6名を社外役員（内、独立社外取締役2名、独立社外監査役2名）とすることで経
営の透明性確保を図っているため、現状の監査役会設置会社形態を取ることが最適であると判断しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 株主総会の３週間前を目処として発送するよう努めております。

電磁的方法による議決権の行使 インターネットによる議決権行使を可能にしております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

株式会社ＩＣＪが運営する議決権電子行使プラットフォームに参加しております。

招集通知（要約）の英文での提供 招集通知（要約）を英文で提供しております。

その他
スライドを使用する等の事業報告のビジュアル化や、手話通訳の実施などにより、多くの
株主様に当社の状況を、より一層ご理解いただけるような総会運営に努めております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

証券アナリスト・機関投資家向けに、半期ごとに決算説明会を東京にて実施し

ております。
あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催
海外の証券アナリスト・機関投資家向けに、定期的に海外での説明会を実施し
ております。

あり

IR資料のホームページ掲載
当社ホームページ（http://www.exedy.com)上で、決算短信、招集通知を掲示
しております。また、英文にて招集通知（要約）及び業績の推移を掲示しており
ます。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社は、「社会への貢献」「お客様へのお役立ち」「社員の幸せ」を一層高い水準で実現さ
せ、社業の永続的発展によって、株主をはじめ広く関係者の負託に応えることを経営理念
としており、その実践を図るために「エクセディ行動規範」を策定し、全役員及び従業員に周
知しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
当社は「企業活動が自然や社会環境に与える影響を十分配慮することが企業としての責
務」であるとの認識に立ち、環境活動を推進しており、各事業年度の活動の成果を「環境報
告書」にまとめ、当社ホームページに掲載しております。

その他

＜女性の活躍の方針・取組に関して＞

当社及びグループ会社では、生産現場での女性の採用を進める他、役職者・管理職への
女性の登用促進を図っております。また、当社グループ会社では女性取締役が選任されて
おります。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、「コンプライアンス・企業倫理・環境対応など、企業の社会的責任を果たし、社会的な評価を向上させる」ことを経営方針の一環としてお

ります。

　この方針に沿い、会社法及び会社法施行規則に規定する内部統制システムの基本方針を取締役会において以下のとおり決議し、統制状況の

報告を取締役会において必要に応じ、行っております。

　

１．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　　当社は、「文書保管保存規程」及び「機密情報管理規程」に基づき、業務執行に関する情報を適切に保存・管理する。

２．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　　当社は、管理本部を総合的なリスク管理の統括部署とし、損失を未然に防ぐ活動を展開する。

３．取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制

　　当社は、定例取締役会を毎月一回開催する他、常勤取締役と執行役員により構成される経営会議を月２回開催し、経営上の課題について、

　　審議検討を行い、状況に応じて、機動的に対応できるシステムを構築する。

４．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　　当社は、「エクセディ行動規範」を定め、取締役、執行役員及び使用人に対して法令、定款、社内規程遵守の啓発に努め、併せて「内部通報者

　　保護規程」に基づき、コンプライアンス経営を確保する。

　　また、社長直轄の独立した監査部門であるグローバル監査部は、当社における組織・制度の運用状況、諸規程等の遵守状況を監査する。

５．当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

　　当社は、「関係会社管理規程」に基づき、グループ会社の管理業務を管理本部において統括する。

　　１）グループ会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

　　　　グループ会社の業務執行状況は、各社が提出する月次報告書により確認し、業務執行についての重要事項は、取締役会、経営会議にて

　　　　報告・審議する。

　　２）グループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　　　　グループ会社にも適用される、リスクマネジメント・コンプライアンス規程に基づき、損失を未然に防ぐ活動を展開する。

　　３）グループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　　　　当社は連結中期経営計画を作成し、当該計画を具体化するための目標・課題をグループ全体で共有し、効率的な職務執行体制の確保に

　　　　努める。

６．グループ会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　　当社が定める「エクセディ行動規範」をグループ会社の取締役、執行役員及び使用人に必要に応じて翻訳の上、小冊子を配付し周知徹底

　　する。

　　グローバル監査部は、内部監査規程及び関係会社管理規程に基づき、グループ会社における組織・制度の運用状況、諸規程等の遵守状況

　　を監査する。

７．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

　　当社は、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、必要に応じて使用人を置くものとする。

８．監査役を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項

　　当社は、監査役を補助すべき使用人を置いた場合、その使用人の人事異動、評価、懲戒処分について、事前に常勤監査役に報告し、

　　意見を求めるものとする。

９．監査役を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　　当社が、監査役を補助すべき使用人を置いた場合、その使用人は他部署の使用人を兼務せず、監査役の指揮命令に従わなければなら

　　ない。

10．監査役への報告に関する体制

　　１）取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制

　　　　当社の取締役及び執行役員は、当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した場合、直ちに監査役に報告するものと

　　　　する。

　　２）グループ会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制

　　　　当社グループの役員並びに使用人は、当社監査役から業務執行に関する事項について、報告を求められた場合、速やかに適切な報告を

　　　　行う。

11．監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

　　当社は、「内部通報者保護規程」に基づき、相談又は内部通報をした者に対して、そのことを理由として解雇その他の不利益な処分は

　　行なわない。

12．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る

　　方針に関する事項

　　当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または

　　債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

　　当社は、監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定の予算を設ける。

13．その他監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制

　　当社は、常勤監査役が経営会議その他の各種会議体に出席し、業務執行状況を常に把握しうる体制を維持する。



14．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

　　当社は、「エクセディ行動規範」において、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは断固として対決することを定め、

　　全ての従業員に周知徹底する。

また、業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は下記のとおりです。

　2017年度におきましては、取締役会を12回、経営会議を24回開催し、効率的な業務執行に努めると共に、リスク管理委員会を

回開催し、グループ全体の問題案件への対応及び、再発防止策の協議を行いました。この内、重要な案件については、取締役会において報告が
なされました。

　当社及びグループ会社の業務監査やコンプライアンスのチェックはグローバル監査部が計画的に行っており、定期的に常勤監査役にも報告して
おります。

　常勤監査役は経営会議及びリスク管理委員会に出席し、業務執行状況の把握に努めております。

　また、当社では内部通報窓口のほか、グループ全体の行動倫理に関する相談窓口を設置しております。

　さらに、社外の弁護士に従業員が直接、相談通報できる窓口「エクセディホットライン」を設置しており、不正行為等の未然防止・早期発見に努め
ております。

　これらの周知徹底のため、グループ全員に配付される「エクセディ行動規範」において、相談窓口を明示し、コンプライアンスに対する意識の向上
を図っております。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、「エクセディ行動規範」において、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは断固として対決することを定

め全ての従業員に周知徹底することとしております。

　これを受け、当社は、反社会的勢力への対応部門を設け、違法行為・不当要求へ対処する体制を整えております。

　また、「エクセディ行動規範」に反社会的勢力への対応のしかたを定め、全ての従業員に配付・周知徹底を図っております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

・適時開示体制の概要

　当社は、株主、投資家に対して、適時・適切な会社情報の公開を行うことを基本方針とし、正確かつ明瞭な開示を積極的に行うように努めており

ます。

　社内各部門あるいは関係会社において、開示すべき事象が発生した場合、その情報は、取締役会（取締役社長）または経営会議に報告される

とともに、情報管理担当部門（管理本部）に集約される体制となっております。

　この情報に対して、管理本部は、発生部門（関係会社）に対して確認を行い、必要な場合は弁護士・会計監査人のアドバイスを受けます。

　情報管理担当役員は、その結果を受け開示を決定し、管理本部により速やかに手続きが行われ開示がなされます。






